
　◆職員の任免

　◆給与・定員管理

　１　総括

　２　給料、初任給等の状況

(１）経常収支比率の状況（普通会計決算）

（２）人件費の状況（普通会計決算）

R6
年度

（３）職員給与費の状況（普通会計決算、給料の対象となる会計年度任用職員を含む。）

R6
年度

※ 職員数は令和7年3月31日現在。(給料の対象となる会計年度任用職員を含む。）

職員数
給料 職員手当 期末勤勉手当Ａ

人 千円 千円 千円
計　Ｂ

569 2,004,702

１人当り給与費
Ｂ／Ａ

給与費

545,953 799,950 5,8893,350,605
千円 千円

％
17.1

千円

区分

千円 ％
37,539,369 298,124 6,543,865 17.4

人件費 人件費率

人
73,091

千円
Ｂ／ＡＢＡ

93.3%
26.5%

区分
住民基本台帳人口

(R7.1.1)
（参考）

R5年度の人件費率
歳出額 実質収支

R6
96.5%
28.3%

年　　度 R5
93.5%
26.4%うち人件費の占める割合

経常収支比率
R4

（１）一般行政職職員の平均給料月額等

※ 再任用短時間勤務職員・任期付短時間勤務職員を除く。

（２）職員の初任給

※ 人事院勧告による給料改定(遡及適用)前の金額を記載。

（令和7年4月1日現在）
団体名

平均年齢（歳）

三 木 市

平均給料月額（円） 329,300

185,700

教育職消防職技能労務職
一般行政職

42.9

（令和7年4月1日現在、単位：円）

技能労務職
国の制度

一般行政職

244,300－225,600 220,000

207,400 220,000

区分

188,000高校卒 －

大学卒

201,000

－238,200

職員の採用・退職の状況(R6.4.1～R7.3.31)

採用 退職

一般行政職 21 35
消防職 4 8
教育職 0 0

技能労務職 0 3
合計 25 46

※ 会計年度任用職員を除く。

人数（人）
職種
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（３）一般行政職職員の経験年数別、学歴別平均給料月額

10 ～ 15 15 ～ 20 20 ～ 25 25 ～ 30 30 ～ 35

※ 再任用短時間勤務職員・任期付短時間勤務職員を除く。

（４）ラスパイレス指数

R2

経験年数（年）
（令和7年4月1日現在、単位：円）

395,300

-

R3年度

306,000

区分

404,300大学卒

高校卒 341,500 398,200310,000 357,100

337,600 370,100

（各年４月１日）
R5

100.9

R6

100.2100.7 101.0指数

R4

100.0

（６）役職別平均年収

部長・理事級（7・8級） 864 872 837 833 901
課長・副課長級（6級） 803 811 800 811 830

課長補佐・係長級（4～5級） 764 758 732 750 725
一般職（1～3級） 467 468 461 474 504

全体 611 611 599 608 630
※ 4/1採用職員、育休中等の職員、役職定年となった職員、再任用職員等を含む。（会計年度任用職員を除く。）

△ 39

区分

    　　　　　　　　　（行政職給料表適用者、全ての会計、単位：万円）

R6年

37
19

R5年R2年 増減R3年
R6-R2

37

R4年

27

（５）年収の分布

人数(人) 割合(％)
1,000万円以上 1 0.2

900万円～999万円 18 3.5
800万円～899万円 102 20.0

700万円～799万円 80 15.7
600万円～699万円 81 15.8
500万円～599万円 96 18.8
400万円～499万円 78 15.3
300万円～399万円 41 8.0

300万円未満 14 2.7

合計 511 100.0
※ 年収には給料のほか、諸手当（超勤手当等）を含む。（令和6年1月～12月分）

※ R6.4.1採用職員、育休中等の職員、役職定年職員、再任用職員等を含む。

 （会計年度任用職員を除く。）

（行政職給料表適用者、全ての会計）

年収区分
R6
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（７）技能労務職の給与等
（令和7年4月1日現在）

参考

平均
年齢（歳）

人数
（人）

平均給料
月額（円）

平均給与
月額(A)
（円）

対応する民間
の類似職種

平均
年齢（歳）

平均給与
月額(B)
（円）

A/B

54.9 31 314,203 368,819 － － － －

うち清掃職員 52.8 24 325,529 390,402
産業廃棄物焼却
処理作業員

53.8 196,500 1.99

うち用務員 62.1 7 275,371 294,821 学校用務員 49.4 208,500 1.41

51.3 1,703 294,567 337,907 － － － －

※ 民間データは、令和6年賃金構造基本統計調査において公表されているデータ（一般労働者）を使用している。

※ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致している

 　ものではない。

※ 国データは、令和7年国家公務員給与等実態調査において公表されているデータ（行政職俸給表(二)）を使用している。

国

三木市

民間公務員

区分
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　３　等級別職員数

　　　昇給の勤務成績への反映状況（令和6年度）

　４　職員手当の状況

（１） 期末・勤勉手当 （市長・副市長・教育長を除く）

円　

支給月数（年間）

一般職員 月分 月分

再任用職員 月分 月分

加算措置の状況

　役職に応じた加算を行っています。

※ 育休中等による無支給の職員、会計年度任用職員を除く。

　　勤勉手当への勤務実績の反映状況（令和6年度）

1.00

1,545,796

1.40

三木市（令和6年度一般会計決算）

１人当たり平均支給額

2.50 2.10

期末手当 勤勉手当

全ての職員（会計年度任用職員を含む）を対象に、能力評価・業績評価
（目標管理）の勤務評価を実施し、その評定結果を勤勉手当に反映してい
ます。

等級 基準となる職務 人数(人) 割合(%)

１級 主事、技師、保育士 30 6.0

２級
高度の知識又は相当の経験を必要とする業務
を行う主事、技師、保育士

99 19.8

３級 主任、これに相当する保育士 132 26.3

４級 係長、主査、主任保育士 126 25.1

５級 課長補佐、室長補佐、所長補佐 28 5.6

６級
政策主幹、消防次長、室長、課長、所長、議会
事務局次長、主幹、副室長、副課長、副所長

73 14.6

７級
参与、部長、消防長、議会事務局長、参事、次
長

13 2.6

８級 理事、技監 0 0.0

501 100.0

（行政職給料表適用者、令和7年4月1日現在）

合計

管理職を対象に能力評価、業績評価（目標管理）を実施し、評定結果を昇給に反映していま
す。
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(２) 退職手当（令和7年4月1日現在）

勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

3％～45％加算

万円 万円

※　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る正規職員に

　　ついて、兵庫県市町村職員退職手当組合から支給された退職手当の平均額を記載。

　　（特別職及びパートタイム会計年度任用職員を除く。）

（３） 地域手当（令和7年4月1日現在）
千円

千円

％ 人 ％

※ 会計年度任用職員を除く。

（４） 特殊勤務手当（令和7年4月1日現在）
　円

　％

47.709

国の制度（支給率）

126

3

65,468

47.709

支給職員数(一般会計)支給率

519

194

支給実績（令和6年度一般会計決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（令和6年度決算）

※ 1人当たり平均支給額　　　　

47.709

39.7575

ごみ処理業務
清掃手当

税務手当

感染症の防疫に従事する職員
感染症防疫手当

特殊自動車運転手当

手当の名称

夜間特殊勤務手当

救急業務に従事する消防職員

消防職員のうち交替制勤務を正規の勤務とし、午後10時か
ら翌日午前5時までの間に通信勤務、受付勤務等の深夜勤
務に従事する職員

1件につき200円（救急救命
士の資格を有する者は300
円）

1勤務につき980円

ブルドーザ、パワーショベル、コンパクタ等の特殊自動車の
運転に従事する職員

救急出動手当

清掃処理業務に従事する職員
日額400円

7

特定新型インフルエンザ等の防疫に従事する職員

処置手当

日額500円

その他の汚物処理作業

1件につき1,000円～1,500円行旅病人及び行旅死亡人の処置作業に従事する職員

自己都合

33.27075

日額500円

日額550円

市税事務に従事する職員

左記職員に対する支給単価

21.2

日額1,500円～4,000円

84,120

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和6年度）

手当の種類（令和6年度）

支給対象地域

19.6695 24.586875

28.0395

定年・勧奨

災害応急作業等手当
（令和7年度から）

重大な災害が発生した箇所(又は重大な災害が発生するお
それのある箇所)で行う災害応急作業等に従事する職員

日額1,080円（著しく危険な
場所で避難救助作業等を行
う場合は2,160円）

3

支給職員１人当たり平均支給年額（令和6年度一般会計決算）

市内全域

2,128

日額200円

主な支給対象職員及び支給対象業務
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（５） 超過勤務手当
千円

千円

千円

千円

支給実績（令和5年度一般会計決算） 257,913

支給実績（令和6年度一般会計決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（令和6年度決算） 628

607

266,396

支給職員１人当たり平均支給年額（令和5年度決算）

（６） 管理職手当

支給職員1人当たり平均支給年額（令和6年度一般会計決算） 69,825千円

支給職員数（令和6年度一般会計決算） 89人

支給職員数の割合 17.1%

（７） その他の手当（令和7年3月31日現在）

円

円

円

住居手当 28,197
１　借家　　16,000円を超える家賃につき、
　　　　　　100円 ～ 28,000円

１　交通機関利用者　運賃等相当額（55,000
　　　　　　　　　　　　　円を限度）
２　自動車等利用者　片道2㎞以上（2,000円
　　　　　　　　　　　　　～ 31,600円）

１　子　10,000円
２　その他扶養親族　6,500円
３　満１６歳から満２２歳までの子１人
　　　につき　5,000円を加算

93,18443,983通勤手当 同 千円

千円

国の制度
との異同

支給職員１人当たり

316,825

（R6年度一般会
計決算）

千円

支給実績
（R6年度一般
会計決算）

同

平均支給年額

61,905 266,834同

内容及び支給単価
手　当　名

国の制度と異なる内容

扶養手当
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　５　特別職の状況

　６　職員数の状況

（１）特別職の報酬等（R6.1～R6.12）

市　長 980,000円 1,683
副市長 830,000円 1,426
教育長 710,000円 1,219
議長 554,000円 951

副議長 478,000円 821
議員 423,000円 727

※ 「年収」欄は、それぞれの役職を1年間務めた場合に支給される金額を示す。

職　名 報酬月額等
期末手当等
(支給割合)

4.6月

年収(万円)

（１）職員数の推移
（単位：人）

R3 R4 R5 R6 R7
人数(人) 割合(％)

一般行政 325 326 325 328 317 △ 8 △ 2.5
教育 99 96 95 96 96 △ 3 △ 3.0
消防 103 103 99 100 96 △ 7 △ 6.8

普通会計計 527 525 519 524 509 △ 18 △ 3.4
公営企業等会計計 53 53 53 53 53 0 0.0

合計 580 578 572 577 562 △ 18 △ 3.1
※ 各年4月1日現在の正規職員数を示す。（再任用短時間勤務職員・任期付短時間勤務職員を含む。）

R7－R3

（２） 部門別職員数の状況と主な増減理由

令和6年 令和7年

議　会 5 5 0

総務・企画 101 96 △ 5 市制70周年事業の終了等による

税　務 22 22 0

民　生 60 60 0

衛　生 62 59 △ 3 定数外職員の充当による

労　働 1 1 0

農林水産 20 18 △ 2 技術職の減による

商　工 13 14 1 職員派遣による

土　木 41 39 △ 2 定数外職員の充当による

計 325 314 △ 11

教　育 96 95 △ 1 定数外職員の充当による

消　防 95 93 △ 2 定数内職員の退職による

計 191 188 △ 3

水　道 17 17 0

下水道 8 8 0

その他 28 28 0

計 53 53 0

569 555 △ 14

※ 各年4月1日正規職員数を示す。（派遣中の職員等を含み、再任用短時間勤務職員・任期付短時間勤務職員は除く。）

部　　門

職　員　数（人） 対前年
増減数

主な増減理由
区　　分

そ
の
他

合　　計

一
　
般
　
行
　
政

特
別
行
政
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　７　会計年度任用職員数の状況（普通会計）

（単位：人）
フルタイム職員数 パートタイム職員数 計

R7 27 561 588
R6 26 535 561

増減 1 26 27
（各年4月末日時点）

（フルタイム会計年度任用職員は、１週間当たりの勤務時間が正規職員と同じ１日
当たり7時間45分の職員。）

※ 職員数は令和7年1月1日現在、年齢は令和7年3月31日現在。（再任用職員等を含み会計年度任用職員を除く。）

 （３）年齢別職員数の状況
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年齢別職員構成（行政職給料表適用者）

一般行政職員 消防職員
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　◆職員の分限及び懲戒処分

　◆職員の休暇

　◆勤務条件に関する措置の要求

　◆不利益処分に関する不服申立

（１）分限処分者数（R6.4.1～R7.3.31） 10 件

（２）懲戒処分者数（R6.4.1～R7.3.31） 2 件

※ 件数は発令件数を示す。

 (1) 年次有給休暇の取得状況（R6.1.1～R6.12.31）

※ 市長部局の一般職の常勤職員のうち現業職を除く。

 (2) 育児休業の状況（R6.4.1～R7.3.31）

総付与日数 総取得日数 全対象職員数 平均取得日数

11.2

男性 女性区　　　分

10,409.5 3,116.4 279

新たに育児休業を取得した者

前年度から引き続いている者

17人 2人

0人 4人

継続件数 措置要求件数

0 0

（R6.4.1～R7.3.31）

継続件数 審査請求

0 0

（R6.4.1～R7.3.31）
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　◆職員の福利厚生

　◆職員研修
　　　市町村は必要な行政改革の推進を図りつつも、サービス水準の維持や質の向上を図って
　　いく必要があります。
　　そのために、公務員倫理や人権感覚の涵養、あるいは接遇向上を図ることはもとより、職
　　員一人ひとりの資質や能力を高め、市民満足度の高い行政サービスをめざし職員研修を
　　実施しています。

　地方公共団体は地方公務員法により、職員の福利厚生の計画を立て、実施することが義
務付けられています。三木市においては下記の事業を実施しています。

（１）　兵庫県市町村職員共済組合
　職員は、地方公務員等共済組合法に基づき設置された共済組合の組合員になって
います。共済組合では、短期給付事業（健康保険）、長期給付事業（厚生年金）、福祉
事業（貸付、保養所運営等）を行っています。これらの事業は、法令の定めに基づき、
組合員（職員）が納める掛金と、市が納める負担金で運営されています。

（２）三木市職員互助会
　職員の相互共済と福祉の増進を図るため、職員互助会を設置しています。互助会で
は、元気回復や健康増進を図るための事業を行っています。これらの事業は、会員
（職員）の掛金で運営されています。市の負担金は入っていません。

（３）健康診断の実施
　職員の健康管理のため、定期健康診断や、腰痛・胃部・VDT・特定業務従事者健診
（深夜勤健診等）などの健診を実施しています。また、心の健康の保持・増進を図るた
め、メンタルヘルス対策として、臨床心理士による相談、ストレスチェック、職員研修な
どを実施しています。

（４）職員福利厚生健康増進助成金交付事業
　職員の健康維持及び安定した公務遂行を図るため、予防検診やインフルエンザワク
チン接種を受けた場合において、費用の一部（上限2,000円/年）を助成しています。

（１）職員研修の状況 （令和6年度）

研修課程 研修対象者 受講者数 備考

新任職員研修（前期） 令和6年度新規採用職員 19人

新任職員研修（後期） 令和6年度新規採用職員 19人

採用予定者通信研修 令和7年度新規採用予定職員 23人

人権研修 全職員 289人

新任職員・前期 19人

新任職員・後期 19人

人権研修推進員 52人

職場内人権研修 1523人

パソコン研修 日常的にパソコンを使用する職員 25人

副市長研修 在年職数4、5年目の職員 32人

メンタルヘルス研修 各所属1～2人 24人

手話研修 在年職数2年目の職員等 24人

資産形成セミナー 希望者 4人

管理職研修 管理職 78人

監督職研修 監督職 87人

兵庫県自治研修所 実務担当職員等 74人 16ｺｰｽ

播磨内陸広域行政協議会 実務担当職員等 71人 9ｺｰｽ

兵庫県市町振興課 実務担当職員等 8人 2ｺｰｽ

兵庫県市町村振興協会 実務担当職員等 30人 8ｺｰｽ

NOMA（日本経営協会） 実務担当職員等 16人 15ｺｰｽ

JIAM（全国市町村国際文化研修所） 実務担当職員等 2人 2ｺｰｽ

兵庫県消防学校 実務担当職員等 10人 9ｺｰｽ

その他研修 実務担当職員等 29人 22ｺｰｽ

※ 派遣研修は総務課予算の研修実績のみ計上。
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